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第４章 特定健康診査等の実施 

１ 特定健康診査等対象者推計 

 

本計画における、特定健康診査等の対象者推計は以下の表のとおりです。 

 

■特定健康診査等対象者推計        単位：人 

年度 年齢 
特定健康診査 特定保健指導 

対象者数 受診者数 対象者数 実施者数 

令和６年度 

（2024 年度） 

40～64 歳 1,029 537 107 49 

65～74 歳 1,846 964 115 53 

計 2,875 1,501 222 102 

令和７年度 

（2025 年度） 

40～64 歳 1,022 550 110 53 

65～74 歳 1,727 929 111 54 

計 2,749 1,479 221 107 

令和８年度 

（2026 年度） 

40～64 歳 1,024 567 113 58 

65～74 歳 1,617 895 107 55 

計 2,641 1,462 220 113 

令和９年度 

（2027 年度） 

40～64 歳 1,021 581 115 62 

65～74 歳 1,539 875 105 57 

計 2,560 1,456 220 119 

令和 10 年度 

（2028 年度） 

40～64 歳 1,019 596 119 68 

65～74 歳 1,466 857 103 59 

計 2,485 1,453 222 127 

令和 11 年度 

（2029 年度） 

40～64 歳 1,019 611 121 72 

65～74 歳 1,404 842 101 61 

計 2,423 1,453 222 133 
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２ 特定健康診査の実施方法 

 

（１）実施場所と期間 

特定健康診査の実施場所と実施期間は、毎年度受診者のニーズに合わせて見直しを行い、

町の広報などで周知を図ります。 

 個別健診 集団健診 

実施場所 安八郡医師会に加入している保険医療機関 保健センター 

実施期間 ８月～11 月 日曜日の午前に２回実施 

 

（２）実施項目 

特定健康診査の健診項目は、生活習慣病などの疾病予防に資するため、以下の内容を健診

項目として設定します。 

健診項目 

基本的な健診項目 

○質問項目 

○身体計測（身長、体重、BMI、腹囲（内臓脂肪面積）） 

○理学的検査（身体診察） 

○血圧測定 

○血液化学検査（中性脂肪、HDL-C、LDL-C） 

○肝機能検査（GOT、GPT、γ-GTP） 

○血糖検査（HbA1c 検査） 

○尿検査（尿糖、尿蛋白） 

詳細な健診項目 

○眼底検査（実施できないところもあるので、安八郡医師会と協議する）

（当該年度の健診結果等において、収縮期血圧 140mmHg 以上又は拡張期

血圧 90mmHg 以上の者。又は、空腹時血糖 126mg/dl 以上、HbA1c 6.5％

（NGSP 値）以上又は随時血糖 126mg/dl 以上の者） 

○心電図検査（収縮期血圧 140mmHg 以上又は拡張期血圧 90mmHg 以上の

者。又は、問診等において不整脈が疑われる者） 

○血清クレアチニン（当該年度の健診結果等において、収縮期血圧 130mmHg 

以上又は拡張期血圧 85mmHg 以上の者。又は、空腹時血糖 100mg/dl 以

上又は HbA1c 5.6％（NGSP 値）以上又は随時血糖 100mg/dl 以上の者） 

追加の健診項目 

○心電図検査 

○貧血検査（赤血球数、ヘモグロビン値、ヘマトクリット値） 

○尿潜血 

○血清クレアチニン 

○尿酸 

○血小板 

○白血球 
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（３）外部委託の方法 

特定健康診査は委託により実施します。 

 個別健診 集団健診 

委託先 安八郡医師会 指名競争入札 

契約形態 郡内集合契約 単価契約 

 

（４）周知や案内の方法 

特定健康診査の実施については、対象者に受診券も兼ねた「健診票」を健診実施月の前月

下旬に送付します。送付の際に、がん検診などその他の健診（検診）の案内も合わせて行い、

「健診票」の提示により受診することができるものとします。 

また、広報誌による啓発を行うとともに、出前講座等においては、健診等受診勧奨の内容

を加えて積極的に周知を図ります。 

 

 

（５）未受診者への対応 

未受診者への対応については、通常の健診月の他に追加の健診実施日を設け、はがきや広

報誌、班回覧用チラシなどを通じて受診勧奨を行います。また、未受診が続く被保険者に対

しては、状況確認、勧奨を行います。 

 

 

（６）他の健診データの受領方法 

被保険者が生涯にわたり、自らの特定健康診査・特定保健指導情報を健康づくりに活用し、

役立たせるためには保険者による継続したデータの管理が必要です。 

他の医療保険者からの異動などを伴う健診・保健指導の結果については、被保険者本人よ

り紙媒体または電子媒体で健診結果の写しを受け取ります。また、人間ドックや事業主健診

を受けた場合については、必ず被保険者本人の同意を得た上で健診結果を受け取ります。 

 治療中の人で未受診となっている人については、被保険者本人と医療機関の協力を得て健

診データを受領できる体制づくりを検討していきます。 
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３ 特定保健指導対象者の抽出（重点化）方法 

 

（１）特定保健指導対象者の抽出 

特定保健指導対象者の選定と階層化は、特定健康診査の結果に基づいて以下の手順で行い

ます。 

 

腹囲 
追加リスク 

④喫煙歴 
対象 

①血糖 ②脂質 ③血圧 40～64 歳 65～74 歳 

≧85 ㎝（男性） 

≧90 ㎝（女性） 

２つ以上該当  
積極的支援 

動機づけ支援 
１つ該当 

あり 

なし  

該当なし  情報提供支援 

上記以外で 

BMI≧25 

３つ該当  
積極的支援 

動機づけ支援 ２つ該当 
あり 

なし  

１つ該当  

該当なし  情報提供支援 

＜85 ㎝（男性） 

＜90 ㎝（女性） 

BMI＜25 

 
 

情報提供支援 

 

追加リスク 

 判定基準 

①血糖 空腹時血糖 100mg/dl 以上又は HbA1c 5.6％（NGSP 値）以上 

②脂質 中性脂肪 150mg/dl 以上又は HDL-C 40mg/dl 未満 

③血圧 収縮期血圧 130mmHg 以上又は拡張期血圧 85mmHg 以上 

※質問票より、血糖、脂質、血圧の薬剤治療を受けている人を除く。 
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４ 特定保健指導の実施方法 

 

（１）情報提供 

特定健康診査を受診した人全員に、自らの身体状況を確認するとともに、健康的な生活習

慣の重要性に対する理解と関心を深め、現状の生活習慣を見直すきっかけとなるよう、健診

結果と併せて基本的な情報提供を行います。 

 

具体的な内容 

健診結果の送付時、対象者に合わせた次のようなパンフレットなどを送付します。 

○健診結果の見方 

○健康の保持増進に役立つ情報 

 

 

（２）特定保健指導（動機づけ支援） 

動機づけ支援では、対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣改善のための自主的な取

り組みを継続的に行うことを目的としています。医師、保健師または管理栄養士が面接し、

生活習慣の改善のための行動計画をたて、実施の支援を行い、面接時から６ヶ月経過後に実

績評価を行います。また、以下の支援プログラムに加え、保健センターが実施する健康づく

りに関する事業や、その他健康づくりに関する関係各課の事業を対象者に紹介し、継続的な

生活習慣の改善を目指します。 

 

具体的な内容 

初
回
面
接 

１人20分以上の個別面接または１グループ（おおむね８名以内）80分以上のグループ面

接により、次の支援を行います。 

 

○生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習慣の振り返り、メタボリックシンドロームや

生活習慣病に関する知識と対象者の生活が及ぼす影響及び生活習慣の改善の必要性の説

明 

○生活習慣を改善するメリット及び現在の生活を継続することのデメリットの説明 

○体重・腹囲の測定方法や栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な目安等を具体的に支援 

○対象者の行動目標や評価時期の設定と必要な社会資源等の活用を支援 

６
ヶ
月
後
の

評
価 

個別面接、グループ面接、電話等により、身体状況や生活習慣に変化が見られたかについ

て確認します。 
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（３）特定保健指導（積極的支援） 

積極的支援では、保健指導の対象者が自らの健康状態を自覚し、生活習慣改善のための自

主的な取り組みを継続的に実施することを目的としています。医師、保健師または管理栄養

士が面接し、生活習慣の改善のための行動計画をたて、対象者が主体的に取り組むことがで

きるよう継続して支援を行います。また、支援者が計画の進捗状況評価と実績評価を行いま

す。 

 

具体的な内容 

初
回
面
接 

１人20分以上の個別面接または1グループ（おおむね８名以内）80分以上のグループ面接

により、次の支援を行います。 

 

○生活習慣と健診結果の関係の理解や生活習慣の振り返り、メタボリックシンドロームや

生活習慣病に関する知識と、対象者の生活が及ぼす影響及び生活習慣の改善の必要性の

説明 

○生活習慣を改善するメリット及び現在の生活を継続することのデメリットの説明 

○体重・腹囲の測定方法や栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な目安等を具体的に支援 

○対象者の行動目標や評価時期の設定と必要な社会資源等の活用を支援 

３
ヶ
月
以
上
の
継
続
的
な 

支
援
及
び
中
間
評
価 

初回面接後、３ヶ月以上継続的に個別面接、グループ面接、電話等により、次のような

支援を行い、３ヶ月経過した時点で取り組んでいる実践と結果についての評価と再アセス

メントをし、必要に応じて改めて行動目標や計画の設定を行います。 

 

○初回面接以降の生活習慣の状況を確認します。 

○栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な支援をするとともに、必要に応じて行動維持の

推奨を行います。 

６
ヶ
月
後
の

評
価 

個別面接、グループ面接、電話等により、身体状況や生活習慣に変化が見られたかについ

て確認します。 

 

 

（４）委託の契約形態 

 実施主体 契約形態 

情報提供 

神戸町保健センター 直営 動機づけ支援 

積極的支援 
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５ 実施における年間スケジュール 

 

特定健康診査等の実施は下表の年間スケジュールに基づき実施しますが、より効果的に事

業を推進するために、前年度の評価を行いながらスケジュールを立て直します。 

 

 特定健康診査 特定保健指導 その他 

４月 特定健康診査対象者の抽出   

５月    

６月    

７月 健診票等の印刷・送付   

８月 
特定健康診査の開始 

 
前立腺がん検診・肝炎 

ウイルス検診同時実施 

９月 
健診データ受け取り 特定保健指導対象者の抽出 

案内等の印刷・送付 
 

10 月 
代行機関を通じて 

費用決裁の開始 
特定保健指導の開始  

11 月 特定健康診査の終了   

12 月  
 

 

１月  
 

 

２月    

３月    

４月 特定健康診査費用の決裁終了 特定保健指導の終了  

５月 健診データ抽出   

６月 実施率等の実施実績の算出   
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■特定健康診査・特定保健指導の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 特定健康診査等の委託 

 

（１）委託選定にあたっての考え方 

①特定健康診査 

安八郡医師会と集合契約を結び、加入している医療機関に委託します。 

 

②特定保健指導 

保健センターが中心となって実施していきます。 

 

 

（２）委託先選定基準と契約方法 

厚生労働省令である「特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準」に基づき、厚

生労働大臣が告示にて定める外部委託に関する基準を満たしている機関であるか否かが選定

の条件となります。 

また、健診実施体制は、若年者の受診率向上に向けた新たな実施体制の対応が必要となり

ます。 

 

年次計画

の設定 

特定健康診査 

階層化 
（保健指導対象者の選定） 情報提供 

特定保健指導 

支援計画 
評価 

40
～
74
歳
の
全
加
入
者
（
被
扶
養
者
含
む
） 

リ
ス
ク
が
重
な
り 

だ
し
た
段
階 

リ
ス
ク
が
出
現
し 

始
め
た
段
階 

リ
ス
ク
が 

未
出
現
の
段
階 

 

 

○健診結果 

（内臓脂肪症

候群に係るリ

スクの数） 

 

 

○質問票 

（治療歴、喫

煙その他生活

習慣など） 

 

 

○生活習慣上

の課題の有無

と そ の 内 容 

等 

 

 
 
○年間実

施予定 

(実施量・

内容・委託

先等 )の設

定 

 
 
 
○特定健

康診査等

実施計画 

(５年計画)

の毎年度

の点検・補

正 

 

 

 

○生活習慣病

の特性や生活

習慣の改善に

関する基本的

な理解を支援 

 

 

○健診結果の

提供に合わせ

て、全員に個別

のニーズ、生活

習慣に即した

情報を提供 

 

○対象者

毎での作

成 

 

 

○健診結

果と詳細

な質問票

で行動変

容の準備

状態を把

握 

積極的支援 

準備段階に合わ

せて個別の目標

を設定し、具他的

で実現可能な行

動の継続を支援 

動機付け支援 

生活習慣の改善

に対する個別の

目標を設定し、自

助努力による行

動変容が可能と

なるような動機

付けを支援 

 

対
象
者
毎
の
評
価
（
６
ケ
月
の
終
了
時
評
価
） 

○アウトプ

ット ( 事業

実施量 ) 評

価⇒実施回

数や参加人

数等 

○アウトカ

ム (結果 )評

価⇒糖尿病

等 の 有 病

者・予備群

の減少率、

保健指導効

果 

○プロセス

(過程)評価 

○健康度の

改善効果と

医療費適正

化効果 等 

治療(保健指導の枠外) 

（
３
～
６
ヶ
月
経
過
後
の
評
価
） 

準備段階に合わせ

て個別の目標を設

定し、具体的で実

現可能な行動の継

続を支援 

（６年計画） 
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７ 個人情報の保護 

 

（１）個人情報保護の基本的な考え方 

特定健康診査等の実施にあたっては、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57

号）及び神戸町個人情報保護法施行条例に定める職員の義務（データの正確性の確保、漏洩

防止措置、従業者の監督、委託先の監督）について周知徹底し、個人情報の漏洩防止に細心

の注意を払います。 

また、特定健康診査等に従事する職員及び特定健康診査等の委託先（データ管理を含む）

については、業務を遂行するために知り得た個人情報を他に漏洩することがないよう守秘義

務を課します。 

 

 

（２）具体的な個人情報の保護 

個人情報の取扱いに関しては、個人情報の保護に関する法律に基づく「国民健康保険組合

における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」、また神戸町個人情報保護法施行

条例に則って行います。 

特定健康診査等を外部に委託する際は、個人情報の厳重な管理や、目的外使用の禁止等を

契約書に定めるとともに、委託先の契約遵守状況を管理していきます。 

 

 

守秘義務規定 

 

国民健康保険法（平成20年４月1日施行分）  

第120条の２ 保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、正当な理由な

しに、国民健康保険事業に関して職務上知り得た秘密を漏らしたときは、１年以下の

懲役又は100万円以下の罰金に処する。  

 

高齢者の医療の確保に関する法律（平成20年４月１日施行）  

第30条 第28条の規定により保険者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者（その

者が法人である場合はその役員）若しくはその職員又はこれらの者であった者は、そ

の実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らしてはならない。  

第167条 第30条、第125条の２第２項又は第125条の４第３項の規定に違反して秘密を

漏らした者は、１年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 
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（３）特定健康診査等の記録の管理及び保存について 

特定健康診査等のデータは岐阜県国民健康保険団体連合会に委託して、電子的標準形式に

より管理保存し、その保存期間は特定健康診査受診後の翌年４月１日から５年間とします。 

また、被保険者が他の医療保険者の加入者となった場合は、当該医療保険者の求めに応じ

て被保険者が提出すべきデータを被保険者に提供します。 

外部機関との委託契約に際しては、個人情報の厳重な管理や目的外使用の禁止などを契約

書に定め、委託先の契約遵守状況を管理します。 
 


